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 Executive Summary 

  

本稿は地域冷暖房の補助金の効率性を CO2排出削減の観点から分析したものである。結論から述べると、

CO2排出削減の観点からは現状地域冷暖房に支出されている補助金のうち本稿で分析したものについて、費

用便益分析の観点からは補助金支出が過剰であることが示された。この結果を踏まえ、補助金支出額算定方法

および審査プロセスの変更を提言した。 

以下では本稿の全体図を示す。第 1章においては、本稿の意義について述べた。地域冷暖房システムは導

入目的に変遷があり、現在は業務その他部門における有効な CO2排出削減手法となっている。一方で、補助

金支出額の算出方法が旧来のもので変化がない。そこで、地域冷暖房システムの補助金は非効率的に支出さ

れているのではないかという問題設定を行った。さらに、このような定量的先行研究は無く、温暖化対策の観点

からの政策分析として意義がある。 

 第 2章においては地域冷暖房システムと補助金制度について説明した。地域冷暖房システムの追加的装置

に支出される補助金額は、事業費用に一定割合をかけたものであり、温暖化ガス削減効果と補助金支出が必

ずしも一致していない可能性がある。 

 第 3章では、CO2排出削減の観点から現状の補助金支出に関する定量的な分析を、ケーススタディにより行

った。各地域冷暖房地区ごとに、CO2排出削減量の金銭評価額(B)と補助金支出額(S)の現在価値合計を計算

し、指標（B/S）を算出して比較した。その結果 CO2 の金銭評価額をかなり高めに設定しても B/S は 1 を超えず、

CO2排出という観点からは現状の補助金支出は過大であり非効率であることを示した。そして、適切な補助金

支出水準である CO2排出削減の金銭評価額を、各地域冷暖房地区ごとに算出した。 

 第 4章ではこれまでの分析を踏まえて、補助金支出額の算出方法について提言を行った。まず、補助金自体

はその高い温暖化ガス対策効果から正当化されるが、事業費用と温暖化ガス削減効果が比例しないことから、

事業費用に対して一定割合を掛けて補助金支出額を決定するプロセスが誤っていると結論付けた。したがって、

3章で示したように補助金の支出額算出方法を変更することによって、補助金の支出効率性を高めるべきであ

る。 

さらに、この提言は実行可能であることを第 5章で述べた。現状の補助金申請の際に提出されているエネル

ギー利用予測や省エネルギー率を最初に提出する必須データとすることで、事務審査に伴って CO2排出削減

の観点から適正な水準の補助金支出額を容易に計算することができる。さらに、審査において利用する数値の

妥当性を調査することで、より効率性の高い補助金支出が行えることとなる。 

以上のように現状の補助金の非効率性という結果から、支出額算定方法を本研究の枠組みに変更することを

提言する。 
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 1．地域冷暖房システムに関わる状況と問題設定 

 本章では、地域冷暖房システムとは何かを簡単に紹介し、なぜ本研究において地域冷暖房システムの補助金

効率性分析を行うのかに関して言及していく。地域冷暖房システムは業務その他部門における温暖化ガス対策

手法の一つであり、現状では温暖化ガス削減効果が求められている。その高い CO2削減効果から補助金の支

出を受けているが、その補助金の支出が効率的であるかには疑念があることを述べていく。 

 

 1-1．温暖化対策と地域冷暖房システム 

 京都議定書以来、世界レベルで温暖化ガス対策が求められている。それは日本でも例外ではなく、特に CO2

を中心に対策が待たれている。そのような中、本節では地域冷暖房システムとは何かを、温暖化ガス対策の観

点から記述する。 

 地域冷暖房システムというのは、オフィスや住宅などといった複数ビルのセントラル方式の空調・給湯を一括集

約管理することによって、エネルギー効率を高めるシステムであり、導入することで平均 12.2%の省エネルギー

効果を達成することができる。1主に温暖化ガス削減手法として用いられており、現在日本において排出量の伸

びているオフィスなどの業務・その他部門および家庭部門での CO2排出削減に資するシステムである。2以下で

は、日本において業務その他部門および家庭部門での排出が伸びていることを示し、この 2部門でエネルギー

消費量の大きい空調・給湯のエネルギー効率を高めるという地域冷暖房の意義を述べる。以下の図 1-1は日本

の CO2排出量の推移を部門別に示したものである。地域冷暖房システムが対応する業務その他部門の位置づ

けを見るべく、以下では部門別に CO2排出状況を見ていく。 
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 図 1-1 部門別二酸化炭素排出量の変化（国立環境研究所のデータをもとに作成） 

 

産業部門に関しては、途中増加と減尐を繰り返してはいるものの、京都議定書基準年の 1990年比で約 5%

減尐している。運輸部門については 1990年比で増加しているものの、1996年以降減尐傾向にある。 

                                                 
1  経済産業省(2003) 
2
 歴史的な地域冷暖房システムの目的の変遷に関しては文末の補遺 2に譲る。 
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一方で、家庭部門および業務その他部門に関しては増加傾向がうかがわれる。家庭部門は、2006年は 1990

年に比較して約 30%増加した。業務その他部門は、1990年から約 40%増加している。産業部門、運輸部門が

横ばいあるいは減尐に転じている理由が削減努力によるものなのかについてさらに分析は必要であるものの、

他の 2部門が減尐に転じている中で家庭部門および業務その他部門が増加傾向にあることを考えると、家庭部

門および業務その他部門での排出削減の余地は他の 2部門に比べて大きいといえる。 

業務部門および家庭部門でのエネルギー消費量のうち、冷暖房用および給湯用のエネルギー使用量は

2004年度で約半分を占める。3前述したように地域冷暖房システムは 1990年以降増加傾向にある業務その他

部門および家庭部門における空調および給湯でのエネルギー消費量を削減することで CO2排出量削減に資

するシステムである。二酸化炭素排出削減の余地の大きい業務その他部門および家庭部門でエネルギー使用

量の多い空調・給湯に要する消費エネルギー量を削減できるという意味で、地域冷暖房の意義は大きい。4
 

 

 1-2．地域冷暖房システムの補助金分析への問題設定 

以下では本稿で行う補助金分析の問題設定を行う。上述したように地域冷暖房には温暖化ガス削減効果が

存在するため、政府も温暖化ガス削減の目標から地域冷暖房に対しては補助金、金利優遇、税制優遇などの

助成制度を設けている。その中でも補助金は一般財政からの支出となり、目的の正当性や支出額についての

効率性が特に重要になってくる。 

しかしながら地域冷暖房の補助金額については歴史的にシステムの導入目的が変化してきている。そのよう

に変化する目的の中、70年代に大気汚染などの環境汚染対策として行われていた補助枠組みと同様の算出

方法で現在も補助金の支出が行われている。5このような事業費の一定割合を支出するという方法は、本当に温

暖化ガス排出削減の観点からみて効率的に支出されているかについては疑問がある。したがって、地域冷暖房

システムで求められている温暖化ガス排出削減の観点から、補助金支出は効率的に行われているのかという問

題設定を行った。 

また、先行研究として CO2を含めた温暖化ガス排出削減の観点から地域冷暖房への補助金支出の効率性

に言及したものはない。また、近年の政策の重要性とともに定量的分析を行うことを重視し、外部効果を温暖化

ガス削減に限定する。以上の状況を踏まえて、以降では地域冷暖房システムへの補助金の支出効率性に定量

的分析を加え、補助金額の算出方法について実行可能な提言を行っていくことが本稿における目的である。 

ここで一言断っておくと、本研究で扱う地域冷暖房システムは商業施設や宿泊施設、公共施設などに導入さ

れているものである。その点で、システムに導入する際に問題となる温暖化ガスは CO2のみとなる。本研究では

なかったが工業施設から立て替えて導入した場合は、他の温暖化ガスに関しても削減効果を考察に含めるべき

である。しかし、以下の分析では温暖化ガス削減効果という言葉を用いることもあるが、本研究においてはほぼ

CO2に限定されることを述べておく。また、定量的分析が可能である補助金支出による生産費用低減効果につ

いては、地域冷暖房システムが受注生産であり生産頻度が低いことで、企業のコスト削減インセンティブが働か

ないという特徴から研究より除いた。 

                                                 
3
  国土交通省（2007c） 

4
  その他の手法および日本政府の対策については補遺 1に譲る。 

5
李（2004）を参照した。 
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 1-3．本論文の構成 

 前節で本稿における問題設定を行ったが、本節ではその問題設定に対してどのように答えていくかを論文構

成を見ることで述べていく。 

 まず、第 1章では地域冷暖房システムの概況と地域冷暖房システムに支出されている補助金の制度の現状を

概観していく。この章では、本研究で対象としている地域冷暖房システムではどのような追加的システムが利用

されているか中心に、システムに関連する情報を 2-1でまず述べる。次に 2-2では、本研究で分析の対象として

いる補助金の制度に関して見る。特に補助金の算出方法や補助金申請のプロセスを、政策提言を行う際の基

本情報として押さえるという目的がある。 

 次に第 3章では、補助金の効率性についての定量的なケーススタディを行う。3-1では分析に先立って本研

究の分析の枠組みを理論的に整理した。この理論的枠組みにしたがって、3-2ではプロジェクト評価を行うように

補助金の支出と温暖化ガス削減効果を比較することを述べる。そして 3-3ではケースの紹介と分析結果を提示

し、3-4では CO2の金銭評価額の不確実性に対応するため感度分析を行った。 

 最後に、第 4章では補助金の効率性分析を行った結果を踏まえて、既存の補助金制度に政策的な提言を行

っていく。まず 4-1で現在の補助金制度の問題点に関して言及する。4-2ではそれを踏まえて補助金の支出額

算出方法への変更提言を、具体的な変更点の提案とともに行っていく。4-3 では本研究の課題に関して述べて、

研究の締めくくりとする。 

 

 2．地域冷暖房システムの概況と地域冷暖房への補助金制度の現状 

 本章では、第 1章の問題設定を受けて基本知識を抑えていく。まず 2-1において地域冷暖房システムの概況

を述べて、地域冷暖房システムがどのようなものであるかを踏まえる。その後、2-2において本研究で分析の対

象とする補助金の制度について、補助対象や補助申請のプロセスといった基本的な情報を述べていき、今後の

分析の基礎とする。 

 

 2-1 地域冷暖房システムの概況 

本節は、地域冷暖房システムの概況を述べることで、今後の分析の際に出てくる用語の定義や分析への理解

を深めること、及び関連知識を踏まえることを目的とする。 

 

  2-1-1 地域冷暖房システムの分類 

エネルギーの面的利用は、利用する施設・建物、地域の特性により多様なものが想定でき、今後更に新たな

ビジネスモデルの登場も考えられるが基本形としてエネルギーの面的利用導入ガイドブック作成研究会（2006）

によって、(1)熱供給事業型、(2)集中プラント型、(3)建物間融通型の 3つの類型に分類されている。（表 2-1）。 
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表 2-1：エネルギーの面的利用の類型 

類型 熱供給事業型 集中プラント型 建物間熱融通型

規模 大 中～小 小

契約等 熱供給事業法による供給規定 供給者・需要家間契約 建物所有者同士の相互契約

供給主体 法に基づく熱供給事業者
契約に基づくエネルギー

供給事業者
複数の建物所有者

供給形態

熱事業法に基づく供給義務(供

給規定により供給条件を規定)

一部では、電力の供給が行わ
れる事例あり

契約に基づく供給義務(制約は

熱供給事業型に比べ少ない）
供給条件は契約による

相互契約により取り決め

その他
道路の占用の許可について
は、義務占用に準じた取扱[1]

がなされている

道路の占用の許可について
は、制度上可能（道路占用し

ている事例あり）

道路の占用の強化について
は、制度上可能[2]

概要
広域な供給エリアへ大規模エ
ネルギープラントから供給

小規模な特定地域内へ集中的
なエネルギープラントから供

給

近接する建物所有者が協力
し、エネルギーの融通、

またはエネルギーの共同利用

[1] 「道路法」第32条の「水管、下水道管、ガス管、その他これに類する物件」で位置づけられており、導管
を公道下に敷設する場合は、道路管理者の許可を受けることが必要となる。また道路占有に関しては、
1996年6月に旧建設省道路局路政課長通達がなされ、上下水道、電気、ガスなどの義務占有に準じた取
扱となっているが、東京都道路占有許可基準では、供給対象外のビルの敷地内を横断する場合などを除
いては、原則として道路縦断などは認められていない。

[2] 現状においては、実施例はほとんどない

出典：エネルギーの面的利用促進に関する調査報告書(平成17年3月)を参考に作成

 

 

(1)「熱供給事業型」 

通常、「地域熱供給」あるいは「地域冷暖房」6と称されるシステムであり、一定地域内の複数の需要家(建物)

に、集中熱発生施設(コージェネレーション7、ヒートポンプ(蓄熱槽8を含む）、高効率ボイラー等の熱源機器)で

製造された蒸気、温水、冷水などを、導管(配管)を通して供給を行う、熱供給事業法の適用対象のシステムをイ

メージした類型である。 

現在、東京都心地区を主体にして、全国の都市部を中心に 154 地区において稼動しているものである。なお、

1972年制定の熱供給事業法では、適用する事業の基準を設けており、一般の需要(不特定多数の需要とされ

る)に供給し、かつ、設備の加熱能力が 21ギガジュール／時以上9の事業としている。 

 

                                                 
6
  英語では、District Heating and Cooling と言い、略号で DHC と表わされている。 

7
  1つのエネルギー源から電気や熱など 2つ以上のエネルギーを発生させ、その際、生じた排熱を冷暖房や給湯などに活用

する。CGS と略される。 
8
  温水や冷水や氷の形などでエネルギーとしての熱を蓄え、電力消費の多い昼間に供給できるようにするシステム 

9
  21ギガジュールの加熱能力は、家庭用の一般的なエアコンのおおよそ 2,500台分の能力に相当し、オフィスビルでは

延べ床面積 50,000㎡程度の空調が可能な能力規模である。 
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図 2-1：熱供給事業型イメージ 

 

 地域冷暖房のシステム構成は、熱源設備、熱搬送設備、熱受け入れ設備に分けられる。熱源設備では電気

やガスなどのエネルギー、ゴミ焼却排熱やコージェネレーション排熱、河川水や海水などの未利用エネルギー

を用いて温熱を発生させるとともに、それらを一時的に蓄える(蓄熱槽)機能などを持つ。熱搬送には冷房用に約

4～7度の冷水、暖房用などに約 0.8MPaGの蒸気、120～180度の高温水、約 80度の温水、47度程度の温水

など様々な温度レベルのものが用いられおり、還水管も必要である。冷房があまり必要のない地域や住宅を対

象にしたものなどで、冷熱供給を行っていない地点もある。供給される温熱の温度レベルは、主に熱源の種類

によって異なる。ガスやゴミ焼却排熱を直接利用するなど高温の熱源を用いる場合には、熱媒が蒸気や高温水

となる。また、電気を用いてヒートポンプなどで空気中や河川水、海水などの熱を利用する場合には、供給温度

が低いほど効率が高くなるので、47度程度の温水となる。受け入れ設備は、地域冷暖房からの冷熱、温熱を受

け入れて、建物内へ供給する際の計量・制御機能を持つ。 

熱供給システムは次のような 4項目を考慮し地域に導入されている：①熱媒及びエネルギーソースに応じた

熱製造システム決定(ボイラー、冷凍機、ヒートポンプ等)、②熱媒、熱需要及び地理的条件に応じた熱配給シス

テムの決定(配管本数、埋設方法、配管経路等)、③供給区域内の需要の種類及び地理的条件を考慮した最適

熱媒の決定(蒸気、高温水、低温水、冷水等)、④熱供給に利用できるエネルギーソースの選定(電力、ガス、石

油、石炭、コジェネ排熱、工場排熱、未利用エネルギー等)。これらは、都市開発や需要建物計画等と合わせて

検討されるのが一般的で、構想の早い段階からの地方公共団体による事業推進や加入協力要請等の調整が

必要である。東京都では、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」及び「東京都地域冷暖房推進に

関する指導要綱」を定めて、おおむね床面積が 5万 m
2以上の建築計画には、検討を導入する仕組みを整備

している。地域冷暖房は現在のところ大規模な建設プロジェクトで計画当初から検討が行われ、導入されている。 

また、都市活動に伴って排出されるゴミ焼却排熱、工場排熱、下水熱などの排熱源や海水、河川水などの自

然界に存在するもので、従来熱源としてあまり利用されてこなかったエネルギーの総称として未利用エネルギー

が使われている場合もある。 
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 現在全国に 154地区ある地域冷暖房地区のうち 41地区で未利用エネルギーを利用している。利用されてい

るゴミ焼却排熱や RDF
10・再生油などの廃棄物エネルギー、工場・変電所・地下鉄・ビル(冷房)などの都市排熱

エネルギー、下水・海水・河川水などの温度差エネルギーに大別できる。 

 (2)その他「集中プラント型」・「建物間融通型」 

「集中プラント型」は、熱供給事業型とほぼ同様、集中熱発生施設による熱供給のシステムであるが、規模が

小さいなど、熱供給事業法に該当しない需要家と供給者の相互契約である。同一敷地内の住宅地や大病院等

において稼動している地点熱供給も類型である。全国の稼動件数は、現在のところ、160地区以上である。 

「建物間融通型」は、近隣の個別需要家(建物)の小規模な熱源を導管(配管)で順次連結し、建物相互間で

熱を融通又は共同利用する、といった形態のものを一つの類型としたものである。特徴は、エネルギーの面的利

用対象である建物が各々個別熱源システムを有していることがベースとなっており、従って、熱供給事業型や集

中プラント型とは異なり、自立が可能なシステムということができる。 

 

   

図 2-2：集中プラント型イメージ      図 2-3：建物間融通型イメージ 

 

 2-1-2 地域冷暖房の省エネルギー性能 

 地域冷暖房における省エネルギー性能は「平成 16年度新エネルギー導入促進基礎調査(未利用熱エネルギ

ー導入基盤整備調査)」(日本環境技研)によると、地域冷暖房の一般システムをモデル地区として想定して、以

下に示す平成 14年度調査のデータを用いて推計を行った。その結果、平均的な総合エネルギー効率として

0.605 という値を得た。この数字を今後地域冷暖房の総合エネルギー効率の基準として用いていく。 

経済産業省（2003）のデータを表 2-2に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

  Refuse Derived Fuelの略で、生ゴミなどの廃棄物を固形燃料にしたもの 
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表 2-2 基準モデル推計基礎データ 

総合エネル
ギー効率

個別熱源方式 0.504
一般システム 0.608
コージェネ排熱利用 0.680
未利用エネルギー利用 0.701

電動冷凍機主体方式
個別熱源方式 0.615
一般システム 0.849
未利用エネルギー利用 0.991

吸収電動方式
個別熱源方式 0.604
一般システム 0.675
コージェネ排熱利用 0.735
未利用エネルギー利用 0.724

吸収冷凍機＋ボイラ方式

システムの類型

 

 

この調査では、個別熱源方式の平均的総合エネルギー効率は 0.595、地域熱供給の平均的総合エネルギー効

率は、一般方式で 0.677、コージェネ排熱活用で 0.701、未利用エネルギー活用で 0.759、地域熱供給全体で

0.703 という結果が得られている。つまり、個別熱源と比べて一般方式の地域熱供給は約 12%、コージュネ排熱

利用は約 15%、未利用エネルギー利用は約 22%、地域熱供給全体では、約 15%相当の省エネルギー効果が

あることになる。 

 前述の総合エネルギー効率 0.605は、吸収冷凍機＋ボイラ方式の一般システムの 0.608 と整合的な結果とな

っている。 

 

 2-2 地域冷暖房システムへの補助金制度の現状 

 本節では、地域冷暖房システムへ支出されている補助金制度の現状に関するレビューを行う。特に、補助金

の支出額算出方法が、事業費用に対して審査などによって決められる一定割合を乗じるという方式であることを

指摘し、さらに、審査プロセスの状況を見ることによって分析の基礎とする。 

 

 2-2-1 補助金の概要 

 「未利用エネルギー面的利用熱供給の実態と次世代に向けた方向性」(経済産業省資源エネルギー庁,2008)

によると、現在、地域冷暖房システムの支援政策は主に 3つの形態を取っている。一つは、政府系金融機関な

どの金利優遇、次に特別償却などの税制優遇、そして最後に所管省庁による補助金である。本研究は主に補

助金に関する分析であるので、補助金の制度について本節では見ていくこととする。 

 地域冷暖房システムに関する補助金としては、経済産業省関連のものと国土交通省関連のものがある。具体

的には参考資料にある支援制度一覧を見ていただくとして、大まかにこの補助金を分類すると、特定のシステム

を用いた地域冷暖房に適用するものと、地域冷暖房を含めた都市再開発に適用するものとに分かれると考えら

れる。本研究では地域冷暖房システムの補助金効率を見るという目的から、地域冷暖房そのものに支出されて
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いる補助金を分析していく。その点から、主に経済産業省の補助金を中心に制度の確認を行っていく。なお、地

域冷暖房システムにも適用可能な環境省の補助金制度も存在するが、小規模なものであり、活用実績は確認で

きなかった。 

特定のシステムを用いた地域冷暖房に適用されるものとして、「新エネルギー等事業者支援対策事業(新エネ

ルギー事業者支援事業)」「先導的負荷平準化機器導入普及モデル事業」が挙げられる。これらは、地域冷暖

房にかぎらず、それぞれ「温度差エネルギー、コージェネレーション」「(蓄熱槽などの)電力負荷平準化機器」と

いった特定のシステム・機器に対して助成されている11。また関係者へのヒアリングによると、過去(90年代以降)

には「環境調和型エネルギーコミュニティ形成促進事業」、「未利用エネルギー活用地域熱供給システム事業費

補助」などが補助金制度として活用されていた。これらの制度の目的は、省エネルギー・電力負荷平準化や、温

暖化ガス削減、先導的機器の技術開発・市場開発が目的であるが、温暖化対策の観点は共通して強調されて

いる。これらを表 2-3にまとめる。 

                                                 
11

  同報告書には他に「天然ガス型エネルギー面的利用導入モデル事業」「環境対応型高効率エネルギーシステム導入事業」

「地域新エネルギー･省エネルギービジョン策定等事業」「エネルギー使用合理化事業者支援事業」も挙げられているが、具体

的な活用状況を見ると、建物間熱融通などの面的利用が中心であったり、自治体のビジョン策定に利用されるものであったりす

るため、分析からは除外する。 
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表 2-3 地域冷暖房に関連する補助金制度一覧 

補助制度 所管 概要・対象システム 対象事業者・活用状況 予算 補助率
開始年
度

終了年
度 備考

新エネルギー等事業者支援対策事業(新
エネルギー事業者支援事業)

NEDO(H9-13),資源エネルギー庁
新エネルギー対策課(H14-16)

未利用エネルギー(温度差エネルギー) 地域冷暖房事業者など
315.8億円(平成19年
度)

1/3以内(上限10億
円/年、最大4年)

H9
H19予
定だ
が、現

天然ガス型エネルギー面的利用導入モデ
ル事業

経済産業省資源エネルギー庁ガ
ス市場整備課、都市ガス振興セン
ター

天然ガスを利用したエネルギー面的利
用システム

集中プラント・建物間熱融
通が中心

4.5億円(平成19年度)
1/3以内(上限2億円
/件)

H19 H23
過去に先導的負荷平準
化ガス冷房システム導
入モデル事業

先導的負荷平準化機器導入普及モデル
事業

資源エネルギー庁電力基盤整備
課、(財)ヒートポンプ・蓄熱センター

250kW以上の電力蓄蔵用二次電池、蓄
熱式空調システム

地域冷暖房事業者など 12億円(平成19年度) 1/3以内 H16 H20

環境対応型高効率エネルギーシステム導
入事業

資源エネルギー庁石油精製備蓄
課、石油連盟

石油コージェネのうち、排熱有効活用の
「環境対応型高効率エネルギーシステ
ム」

工場や建物単体が中心
1/5以内(上限1.5億
円/1件、最大2年)

エネルギー使用合理化事業者支援事業 NEDO省エネルギー技術開発部 熱融通などと思われる 単独事業者/複数事業者

1/3以内(上限5億円
/件,単独事業者)
1/2以内(上限15億
円/件,複数事業者)

地域新エネルギー・省エネルギービジョン
策定等事業

NEDOエネルギー対策推進部
新エネルギー導入を図るためのビジョ
ン

地方公共団体等 定額 H19 H22

過去に地域新ｴﾈﾙｷﾞｰ
ﾋﾞｼﾞｮﾝ策定等事業・地域
省ｴﾈﾙｷﾞｰﾋﾞｼﾞｮﾝ策定等
事業

新エネルギー・省エネルギー非営利活動
促進事業

NEDOエネルギー対策推進部
草の根ﾚﾍﾞﾙにおける普及啓発を行う事
業

ＮＰＯ法人 1.6億円 1/2(上限2千万円) H12 H19

（過去の補助制度）

先導的負荷平準化ガス冷房システム導入
モデル事業

資源エネルギー庁ガス市場整備
課、（社）日本ガス協会

ガス冷房システム（ガス吸収冷温水機・
ガスエンジン発電機等・計測装置の設
備費・工事費）

9.6億円(平成18年度
(出：エネルギー白書
2007年度版）)

1/3以内(上限1億円
/件)

H16 H20頃

環境調和型エネルギーコミュニティ形成促
進事業

資源エネルギー庁、NEDOエネル
ギー対策推進部

未利用エネルギー(大規模コージェネ
レーション、発電所・工場等余剰エネル
ギー、地域高効率熱利用施設、廃棄物
利用型製造施設、廃棄物燃料製造施
設)

地域冷暖房事業者など
19.5億円(平成10年
度,出：NEDO HP)

15%(上限6億円/件) H5 H14

未利用エネルギー活用地域熱供給システ
ム事業費補助

資源エネルギー庁熱供給産業室
未利用エネルギーを活用した地域熱供
給システム

地域冷暖房事業者など

1.96億円(平成12年
度;新規採択停止の
ため小額 出：NEDO
HP)

15%(上限40億円/
年)

H3 H11頃

未利用エネルギー活用地域熱供給システ
ム事業調査費補助金

未利用エネルギーを活用し
た地域熱供給の事業化調
査を行おうとする民間企
業、地方公共団体、第三セ
クター又は公益法

定額(2千万円を限
度)

環境調和型エネルギーコミュニティ事業調
査

定額
 

（経済産業省（2008）などを基に作成） 



10 

 

過去の補助金制度と比較すると、現在の補助金制度の補助率は 1/3であるものが多いが、補助対象は温

度差エネルギーや負荷平準化などに限定されている。特に、「先導的負荷平準化機器導入普及モデル事

業」は負荷平準化機器に補助対象が限定されている。一方で過去の補助制度を見ると、補助率は 15%であ

るものの、コージェネレーションを含む未利用エネルギーといったより広い用途に適用可能である。特に、「未

利用エネルギー活用地域熱供給システム事業費補助」は(未利用エネルギーを活用した)地域熱供給事業そ

のものを対象としたものであった。また、事業化の可能性を判定するための調査費として、定額の「未利用エ

ネルギー活用地域熱供給システム事業調査費補助金」、「環境調和型エネルギーコミュニティ事業調査補助

金」が存在した。 

 2-2-2 手続き 

 次に、具体的に補助金の手続きがどのようになっているかを見ていく。経済産業省所管の補助金に関しては

NEDOやヒートポンプ・蓄熱センターなどの関連組織に業務委託が行われている場合と資源エネルギー庁が直

轄している場合とがある。前者の場合、基本的な手続き構造は類似のものとなっており、具体的には図 2-4のよ

うになっている。また、資源エネルギー庁直轄の補助金に関しては、委託先の組織を介さないが審査の過程は

同様である。 

 

資源エネルギー庁

④審査結果

⑨実施報告⑦交付申請

⑨交付決定 ⑩補助金
交付

実施報告交付申請報告

②審査

④採択事業
の決定

交付申請者
精査

実施報告
精査

②審査 ⑤決済

申請者

委
託
先
組
織

 

（「平成 19年度先導的負荷平準化機器導入普及モデル事業費補助金制度」説明資料を基に作成） 

図 2-4 補助金決定プロセス概要図 

 

 図 2-4は「平成 19年度先導的負荷平準化機器導入普及モデル事業費補助金制度」の説明資料に掲載され

ている図である。この図によると、申請者は関連組織である NEDOやヒートポンプ・蓄熱センターに対し実施計

画書など必要書類を提出し、関連組織内での事務処理を行った後、関連組織内にある委員会において審査を

受けることとなっている。そして採択事業に選定され、交付が決定すると申請者は関連組織を通して交付申請と

実績報告を経済産業省資源エネルギー庁に行うこととなる。そして、その実績などの審査を経て交付が決定し

た年度末に、補助金が交付される。手続きの具体的時期などに関しては補遺 3に掲載する。 

 補助金の支出は、基本的に経費の一部を補助金として支出するという形式で行われている。例えば、先ほど



11 

 

述べた経済産業省の「平成 19年度先導的負荷平準化機器導入普及モデル事業費補助金制度」においては、

補助金の支出対象は経費とされ、項目としては「設計費」、「設備費」、「工事費」が挙げられている。そして経費

の 1/3までの金額を政府が支出するという構造になっている。この関連経費に関しては、実施計画書とともに所

要資金計画として最初に提出される。 

 これらの手続きや補助金支出計算方法に加えて、審査の基準としては以下のものが考えられる。まず、申請に

関わる補助事業の資金調達計画や工事計画が適切であり、事業の準備が適切に行われていること、また、申請

に関わる補助事業に要する経費（設計費、設備費、工事費、他諸経費）が、補助事業と類似の事業において同

程度の規模、性能を有すると認められるものの標準価格等を参考として算定されていることが必要である。最後

に、他の補助金や利子補給など、国からのほかの支援制度を対象経費には含まないことが条件となっている。こ

のように、ある程度事業として成り立っていく可能性の高いものに関して補助金は支出されるように審査されてい

る。 

 以上のように、補助金は事業経費に対して計算されるという方式で支出されること、審査においては事業として

継続性があるかどうかという点と、補助金支出根拠となっている所要資金計画の値が適正であるかの判断が行

われるという点に特徴がある。補助金制度自体は、省エネルギー・CO2削減の効果が一定以上のものに対して

活用される。しかし、一度規準をクリアすれば、上述のように事業経費の割合に応じて支出されるため、厳密に

CO2削減量と支出額が比例しているとは限らない。 

 本章では、地域冷暖房システムの概要と地域冷暖房システムに出されている補助金の概要について述べた。

地域冷暖房システムは未利用エネルギーシステムや CGSが追加的に加えられることによって効率を上げること

が可能であること。地域冷暖房システムに支出される補助金の制度では、支出額の算出方法が事業費用に対し

て一定割合をかけたものであることは重要である。次章では本章の基礎知識を下に、ケーススタディによる補助

金の効率性分析を行っていく。

 

 

 3．補助金の効率性分析 

 それでは以上のような地域冷暖房システムや地域冷暖房システムに支出される補助金制度の現状を踏まえて、

補助金支出の程度が適切であるかどうかの分析を行っていく。分析の際に必要となるのが、補助金というのはど

のような基準で支出されるべきかという効率性の理論的支出基準と、効率性分析の計算方法である。そこで、ま

ず 3-1では補助金の理論的な支出基準に関して述べ、3-2では本研究における分析方法に関して記述を加え

る。その後に 3-3では具体的なケーススタディを行っていく。さらに本章では分析に利用する CO2の金銭評価

額が、今後 CO2 削減の要求が高まることに伴って値が上がっていくだろうという見込みを分析に反映させるべく、

3-4において CO2金銭評価額に関する感度分析を行っていく。 

 本章を通して、補助金は CO2排出削減という目標からは過大に支出されており、それは今後の CO2排出削

減の要求が高まり、CO2金銭評価額が 2.5倍程度の水準に上がっても変わらない結論であることを示す。 
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 3-1 補助金の理論的な支出基準 

 基本的に政府の介入は市場の歪みや市場の失敗など、民間に任せておくことで歪みが生じることに対して行

われることで正当化される。すなわち、補助金は外部性に支出されることで正当化される。また、補助金を所得

移転であると考えると、所得移転をすることにより市場の失敗の部分に金銭的インセンティブを与えて行動を促

進すること、または外部性への影響で正当化される性質のものであると言える。 

 このような環境補助金の理論として最初のものはピグーの分析である。12ピグーの環境補助金理論では、個人

の環境汚染の限界便益曲線と、社会の限界外部費用曲線が判明するならば、その交点の価格で環境税や環

境補助金を与えることで個人の環境汚染行動が適切な排出基準まで誘導されるという。 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

図 3-1 外部効果市場グラフ 

 

図 3-1は外部不経済の排出に関する排出者の便益と、社会的な排出による限界費用を図で表したものであ

る。縦軸が価格を表しており、横軸が排出量を表している。これはピグー税が説明される際に用いられる図であ

る。右下がりの直線は排出者限界便益曲線または限界汚染削費用曲線であり、現状は排出量が E1 となってい

る。この曲線を見ることで、企業が追加的に排出を行うことの便益と排出を減尐させることで失う便益という意味

での費用が見ることができる。右上がりの直線は社会的な排出の限界外部費用曲線である。理論的には、限界

外部費用曲線と限界汚染削減費用曲線が完全情報の下に明確である時、交点で示される E*が社会的に最適

の排出水準となる。縦軸の s,tで示されている価格で補助金や税をかけることが、排出者が現状の E1から社会

的最適排出水準である E*まで排出を削減する手法となる。それは、補助金支出の場合はｓだけ補助を受けるの

で、できるだけ補助金を受けるインセンティブが働き、E*まで削減行動を取るためであり、税の場合は E*以上の

排出は排出者にとって損になるためである。しかし、基本的に排出の限界便益曲線や限界外部費用曲線は観

察することが困難であり、それゆえ試験的要素を含めたボーモル・オーツの理論が提案されるなどしている。 

本研究においても、この理論に基づいた分析を行う。本研究においては外部不経済として CO2排出を考察

しているが、やはり限界外部費用曲線の観察は困難である。そこで、本研究では利用可能性を重視して、便宜

的に CO2の金銭評価額によって限界外部費用曲線を評価する。その際、図 3-2で補助金効率性分析の理論

的枠組みは示される。 

                                                 
12

  補助金理論の解説に関しては植田他（1997）を参考にした。 

限界外部費用曲線 

限界汚染削減費用曲線 s,t 

E* E １ 

s,t 

E* E １ 
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図 3-2 本研究における理論的枠組み 

 

 この図に関しても、縦軸は価格、横軸は排出量となる。図 3-2では限界外部費用曲線が水平な直線で示され

ている。これは、CO2金銭評価額をもとに限界外部費用曲線を求めると排出削減量の増減に関わらず常に一

定の価格で費用を測ることになるためである。図 3-2の枠組みにおいて補助金が効率的であるためには、補助

金は限界外部費用と CO2削減量の単位当たり価格が等しくなるか、または CO2削減の金銭評価額の総額が

補助金の総額と一致するように支出する必要がある。すなわち、 

 

)2(*)( 1 金銭評価額　　　 COssEEsubsidy    

 

という式が成立する場合に、補助金は効率的であると言える。 

 次に、これを費用便益分析の枠組みからも考察し、補助金の支出と外部効果がどのようにつながっているかを

見ておく。まず、この補助金事業が行われているという点から考えて、以下の 3-1式が個々の企業において成り

立っていると言える。 

 

)23(cos0

)13(cos0





teffectprofitBbenefitBbenefit

tsubsidyprofitAbenefitAbenefit




 

 

表 3-1 上記式の記号と内容 

記号 内容
benefit A 実際の事業経営の観点からの便益
benefit B 費用便益分析の観点からの便益

profit 企業の金銭的収益
subsidy 補助金収入
effect 外部経済の変化分の金銭評価
cost 事業費用  

 

3-1式は企業が事業からの金銭的収益である profit と補助金収入である subsidyの和が事業費用である costを

上回っているという意味である。3-1式が成り立っている状況では、補助金が入っている状況で事業として地域

s,t

E* E１

s,t

E* E１

限界汚染削減費用曲線 

限界外部費用曲線 
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冷暖房システム事業の経営が行われることを意味する。一方、本来の費用便益分析の枠組みで重要なのは 3-2

式が成立するか否かである。3-2式にある effect というのは外部経済の増加分、または外部不経済の減尐分の

金銭評価である。費用便益分析の便益という概念には金銭的な profitだけでなく外部経済の金銭評価も含ま

れる。したがって、3-2式の benefit Bが正であることが費用便益分析においてプロジェクトが実行される条件で

ある。 

 補助金が外部不経済の減尐分の金銭評価と等しいということは、この 3-1式と 3-2式で言う subsidy と effect

が等しいということである。その場合、もし 3-1式が成り立っているならば 3-2式も成り立っていることがいえる。こ

れはすなわち、企業が事業を経営するだけでなく、さらに費用便益分析の観点からもこの補助金を含むプロジェ

クトは行うべきであると言える。 

 次に、effectが subsidyよりも小さい場合には、補助金を受けているために実際に企業によって当該事業は経

営される可能性がある。しかし、一方で費用便益分析の枠組みから見た 3-2式が成立しない可能性がある。こ

れは、補助金を受けて事業は経営されるが、それは費用便益の観点から見た場合には実施すべきでないプロ

ジェクトであるという事態がありうることを意味している。以上のことを費用便益分析の枠組みから図で表すと以下

のようになる。 

 

 

図 3-3 補助金による社会的純便益の減尐分 

 

 本研究で分析となった補助金は生産コストの補助であり生産者のコストを下げるような効果は無く、さらに税金

の徴収による社会的費用の増加分を除くと、補助金は所得移転であり基本的には補助金プロジェクトの社会的

余剰は図 3-3の三角形 abcのままであり、社会的便益の変化は無い。しかし、補助金投資によって省エネル

ギー投資が増加するという効果が生まれているとすると、省エネルギー機器の生産量は Q*から Q2 に変化する。

この効果まで含めてプロジェクトの社会的便益を考えると、先ほどのそもそもの社会的余剰である三角形 abcか

ら死荷重である三角形 cdeを除くこととなり、市場に任せた際の Q*に比べて過剰投資になる分の死荷重分だけ

社会的純便益がマイナスになってしまう。 

 ここで外部経済が問題となる。もし外部経済の金銭評価分が死荷重である三角形 cde と同じか上回るならば、

費用便益分析から見た補助金のプロジェクトによる社会的純便益はゼロ以上となり、プロジェクトとして行われる

ことが正当化されることとなる。しかし、もし外部経済の金銭評価分が死荷重である三角形 cdeに満たない場合

Q* 

P* 

Q2 

b 

a 

c 

d 

e 
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は、この補助金プロジェクトによる社会的純便益のマイナス分を外部経済の便益分で補えないこととなり、結論と

しては当該補助金プロジェクトは行うべきではないと言える。これは先ほどの式で言うと、3-1式が成立し補助金

プロジェクトは行われているにも関わらず、3-2式が成立していないためプロジェクトを行うべきではないという判

断になることと同じである。 

 以上のように、subsidyに比べて effectが等しいかそれ以上のときは、または先ほどの図で言うと補助金による

外部不経済減尐の金銭評価分が死荷重である三角形 cde と同じか上回るならば、実際の事業が経営されるだ

けでなく費用便益分析からも行うべきプロジェクトであると言える。一方、subsidyに比べて effectが小さい場合

は、または外部経済の金銭評価分が死荷重である三角形 cdeに満たない場合は、費用便益分析の観点からは

行うべきでない補助金が支出されているということになる。したがって、以上のことからも補助金の支出は外部経

済増加の金銭評価分、または外部不経済の減尐の金銭評価分と等しくなるかそれ以上になる必要があると言え

る。 

  以上の枠組みから、環境汚染に対する補助金効率性は、外部不経済の削減をプラスの便益と考え、削減量

に対して削減の単位価格をかけた総金銭評価額と同額の補助金が出されているかどうかによって考察される。

本研究でも以上の基準を利用し、政府は外部不経済である温暖化ガスの排出の削減分をプラスの便益であると

考え、その便益の金銭評価総額を民間に対して支出することで補助金として効率性が認められることとなる。ま

た、これは外部性への支出であり補助金として正当性も持つ。次節においてはケーススタディによって、定量的

に補助金の効率性に関して分析を行っていく。 

 

 3-2 分析の方法 

 本節では分析の方法を述べていく。分析の方法としては、先述した補助金の総額と外部不経済の削減の総額

が等しくなるという理論的根拠をもとに、補助金の支出とその効果の実現を１つのプロジェクトのように考えて、外

部不経済削減額と補助金支出額の現在価値の合計を比較するという手法を用いていくことを述べる。 

分析の方法を述べるに先立って、まず本研究におけるデータ収集の方法を述べておく。それは、データの収

集における限界に触れておくことで、分析の限界に対する理解を深めておく狙いがある。 

 まず、本研究で利用した基本的な地域冷暖房のデータに関しては、多くを熱供給事業便覧に拠った。各企業

や地域のシステムや熱販売量、需要量や消費エネルギー量データに関して詳細な数字が載っているというとい

う意味で、本文献は非常に有用であった。一方、補助金の詳細な年度や額に関しては、民間企業に対して直接

ヒアリングやメールによる質問によって協力していただくことで収集を行った。情報開示請求に関しては時間の

制約上できず、守秘義務などの関係上企業のデータの一括開示は不可能であるため、民間企業に個別に研究

協力の依頼を行うこととした。そのため、ケーススタディで分析するケースに関しては、多くのシステムや補助金

の種類を利用しているものを収集するよう努力したものの、十分な分類やシステムの網羅をするには至らなかっ

たことは先に述べておく。 

 

  3-2-1  補助金効率性分析の枠組み 

以上のようなデータの収集上の困難を述べた上で、次には補助金の効率に関する分析方法に関して述べる。
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補助金の効率的な支出額は、各民間企業がどれだけ外部不経済を削減しているのかの総量の金銭評価額を

総便益と考え、その総便益分であるということは先の理論的基準で見た。そこで補助金支出額と総便益の比較

の方法として、便宜的に補助金の支出とそれによる外部不経済の削減を 1つのプロジェクトのように考え、総便

益と補助金支出の評価期間内の現在価値を比較することとする。具体的に式で表すと以下のようになる。 

 

 

 

  

 

 

 

便宜的に、総便益を B、補助金の支出額を S と置いた。Bは単年度分の CO2削減効果量である αを、シス

テムの劣化具合を調整しながら現在価値に直したものの合計となる。また、補助金の支出 Sに関しても同じよう

に、単年度分の補助金支出である βを社会的割引率により現在価値に直したものの合計となっている。この指

標を用いて、B/S という指標を計算する。13
 

 具体的には補助金支出に関しては、ヒアリングやデータ提供に協力していただいた企業の年度別の補助金の

額が判明しているので、本研究を行っている 2008年度を基準年度として補助金の額を現在価値に計算する。

社会的割引率は、国土交通省の「公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針」に掲載されている 4%を

利用する。14便益の計算期間としては、各ケースに関して 17年と 30年の 2段階を想定している。17年は熱供

給事業法に示されている CGSなどのシステムの標準減価償却期間である。また、30年というのは企業へのヒア

リング調査の結果、実際システムを利用する期間の上限の長さとして判明したものである。 

 

  3-2-2  単年度分便益の計算方法 

 次に、単年度分の便益の計算方法を述べる。便益を計算するにあたってはまず、CO2削減効果の算出から行

う。 

まず、2008年度における各地域冷暖房システムの CO2排出量を算出する。CO2排出量の算出は、詳細に

関しては本稿末尾にある補遺に譲るが、熱供給事業便覧にある一次エネルギー投入量をもとに排出係数をか

けることで計算した。15エネルギー投入量はデータの欠損が無いため、全ての地域冷暖房ケースに関して CO2

排出量は算出可能であった。算出された CO2排出量は、省エネルギー効果分を除いた後の企業による排出量

になっている。 

そこで、省エネルギー率が企業のヒアリングやデータ提供によって判明している場合は 3-5式によって算出し

た。他の式や説明とともに下に述べる。 

 

                                                 
13

  通常の費用便益分析における B/C とは異なるコンセプトであることを断っておく。 
14

  国土交通省（2004） 
15

  エネルギー使用量にエネルギー別の排出原単位をかけることで CO2換算した。 
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表 3-2 単年度便益算出の関連記号内容とデータ取得方法 

記号 内容 データ取得方法

α 　 i 単年度分便益 算出

Ef  i CO2削減効果 算出

Em  i CO2総排出量 熱供給便覧データより算出

Se 　 i 省エネルギー率 ヒアリング・メール調査による

Sale  i 販売熱量 熱供給便覧より

F  i 一次エネルギー使用量 熱供給便覧より

RCOP 　 i 実績COP 熱供給便覧データより算出

BCOP 　 i 基準COP 先行研究より

RSe  i 代替省エネルギー率 算出

Cm 　 i CO2金銭評価額 国土交通省検討会資料より  

 

次に、もし省エネルギー率がヒアリングなどによって判明しない場合には、COP を基に算出するという方式を

取った。COP とは総合エネルギー効率の通称であり、3-6式によって導かれるものである。この指標を利用して、

通常システムや地域冷暖房システムを導入しなかった場合における基準 COP を先行研究によって設定するこ

とで、どれだけの割合が基準 COP と違うかを代替省エネルギー率であると設定した。16これは 3-7式により示さ

れる。省エネルギー率がヒアリング調査やデータ提供で判明しない場合には、代替省エネルギー率を先の 3-5

式の省エネルギー率の部分に代入することで代替的な CO2削減効果とした。 

 以上のように、省エネルギー率がヒアリングやデータ提供により判明している場合には現状の熱供給事業便覧

から算出した CO2排出量を利用することによって CO2削減効果を算出する。また、もし省エネルギー率がデー

タ収集できなかった場合には実績 COP を算出、基準 COPを設定することで代替省エネルギー率を計算し、そ

れを最初の式に代入して CO2削減効果を算出するという方式を取った。 

 この CO2削減効果に対して、CO2の金銭評価額を乗じることで CO2削減効果の金銭評価額、すなわち本研

究における単年度の便益を計算することができる。簡単な式としては 3-8式で示される。先の分析の枠組みで

利用する単年度便益は、3-1、3-2、3-5~3-8式のプロセスを経ることによって算出されることとなる。この単年度便

益を 2008年を基準年度として現在価値に直し、複数年度分を合計することで総便益を算出した。 

                                                 
16

  基準モデルの COPに関しては、経済産業省（2005）を参考にした。 
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 CO2の金銭評価額については、国土交通省「公共事業評価手法に関する検討会」において平成 19年度に

検討が行われ、CO2金銭評価額に関する一応のまとめが試みられた。その際の国土交通省がまとめ案として提

示した資料の額に従うこととする。その資料では、CO2の金銭評価額を算出する過程で利用される割引率によ

って、高位値から低位値まで幅が出るという結論になっているが、その後の議論の中でこれらは感度分析のよう

に扱えば良いというコメントを得ていたため、本研究でも B/Sを算出するに当たってそれぞれの金銭評価額で値

を算出することとした。17
 

 

表 3-3 分析に用いた CO2金銭評価額 

 

円/t-C
割引率 4% 3% 2%

7,612 10,622 20,448
下限 中位 上限

 

 

 また、CO2 の金銭評価に関しては海外文献を扱っていることが多く、値の多くは海外通貨での値となっている。

これを円換算する必要性から金銭評価額は為替の値に影響されやすくなっているが、本研究では国土交通省

案が算出された 2007年度時点の計算値をもとに補助金効率性の分析を行うこととする。18
 

 また、便益と補助金支出の対応をより精緻に行うために、本研究では補助金が主に対象としているシステムの

便益を便益全体から切り出す作業を行っている。地域冷暖房システムによる省エネルギー効果は、それぞれ付

随するシステムによって向上させることができる。すなわち、ガスエネルギーを利用している地域冷暖房は CGS

によって効果が上がるが、それは地域冷暖房そのものの効果と CGSの効果の 2つに分けられる。また、電気エ

ネルギー利用のものに関しては、未利用エネルギーシステムや蓄熱層の利用が見られる。これらの効果を、非

常に簡単にではあるが、分けることで分析をより詳細なものにすることとした。 

 具体的には、経済産業省（2003）では、地域冷暖房システムに CGS と未利用エネルギーシステムを付けた時

に、CGSの方は省エネルギー率 15.1%中 2.9%が CGSの効果、未利用エネルギーシステムを利用した場合に

は省エネルギー率 21.6%中 9.4%が未利用エネルギーシステムの効果であるということが研究により求められた

という結果を示している。したがって、本研究ではこの分析にしたがって、CGSや未利用エネルギーのシステム

を利用したものに関しては上の比率を乗じて単年度分の便益をシステムのものに限定する作業を行った。 

 また、長期の効果に関して見るという点から、機器の劣化に関しても仮定を置いた。地域冷暖房システムのメン

テナンスは、設備などの薬品洗浄や清掃、またはヒーターや計器の部品交換がある。先行研究によれば、シス

テムは定期的なメンテナンスを行っていないと年率 2~3%で劣化する一方で、定期的なメンテナンスを行うと劣

化は年率 1%未満に抑えることができる。19ヒアリング調査によると、基本的に部品交換や洗浄は定期的に行うも

のであり、民間企業がそのコストを負担しているという。したがって、本研究では定期的メンテナンスは行われて

いるものと仮定し、2008年度以降の効果に関しては年率で 1%の劣化が起こり、効果が年率 1%減尐していくと

いう仮定を置くこととした。 

 ここで、COP を分析に用いる場合に起こる問題の一つに答えておく。COP をもとに温暖化ガス排出効率の分

                                                 
17

  国土交通省（2007a）および国土交通省（2007b）より。 
18

  2007年度時よりも為替は非常に円高に推移しており、その意味では効率は高く推計されている。 
19

  日本地域冷暖房協会技術委員会（2005） 
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析に用いるとガスシステムに不利になりかねないという批判がある。CGSは電力と熱を両方発生させることができ

る優れた機器であり、電力がもし外部に販売されている、または電力がそのまま電力として利用されているという

ことがあると、電力の外部利用分も省エネルギー効果に含める必要があるが、COPを利用した分析には含まれ

なくなるためである。しかし、その点に関しても調査の結果、外部利用されている CGSからの電力は全体の

1~2%程度であるため、本分析の値の大枠には関わらないということが判明したため、簡単化のために省略する

こととする。20
 

 以上の方法により本研究は以下分析を行うものとするが、ケーススタディに入る前に本研究で用いる指標であ

る B/Sの指標としての特徴について述べておく。B/Sのうち Sは補助金の実際の支出額であり現在価値に直す

だけで良い一方で、Bは仮定や変動しやすい値を用いており、仮定や利用する値によっては指標が変化する。

具体的には、まず先の 3-8式を見てもわかるように、Bは CO2金銭評価額の変化に大きく影響される。特にこの

CO2金銭評価額は、削減の中心として CO2が注目されることから、変化する可能性が高い値であると言える。 

次に、省エネルギー率の実績値が判明しない場合に用いる代替省エネ率は、基準 COPを設定して算出した

ものであり基準モデルの設定 COP次第で大きく変わってしまうものである。この基準モデルのシステムや省エネ

ルギー性能次第で、他のシステムの効率が増減してしまう。最後に、代替省エネルギー率の算出で COPを用

いているが、一度エネルギーの単位で算出する COPを用いて省エネルギー効果を出し、CO2に算出すること

でエネルギーの多様性を省エネルギー率に反映できなくなってしまっている。 

以上のような不安定な特徴を Bが持ちつつも、B/Sは適切な仮定を置くことで補助金の大まかな効率性を出

すには十分優位性のある指標であると考えられる。これらを念頭に置きつつ、今後の分析を見ていきたい。 

 

 3-3 補助金の支出と効果に関するケーススタディ 

 前節で述べた分析の枠組みにしたがって、次は実際のデータ分析の結果を述べていく。まず扱うケースにつ

いて述べるとともに温暖化ガスを CO2に限定する旨を述べた後、それぞれの分析に関して結果を示していく。 

結論としては、扱うケースの規模は様々であるが効率は平均的なものを集めている。そして分析の結果、補助

金の支出に見合うだけの総便益を出すことはできておらず、補助金支出が過大であり非効率であるということを

述べていく。 

 

  3-3-1  補助金分析に用いられるケースの基礎情報 

本節ではケーススタディで扱うケースの事業開始の年度、効果の程度、システムといったケースに関する基本

的な情報に関しての記述を行う。 

分析したケースは Aから Hまでの 8件であり、それぞれシステムを導入している地区レベルでの扱いとなる。

実際には企業によっては複数の地区を運営している場合も多いが、今回は企業の別は考えず、地区別に見るこ

とでシステムを利用している範囲を 1つのケースとする。それは、地区ごとに導入しているシステムが異なってく

ること、さらには補助金の導入が基本的には地区別であることが理由である。 

 それぞれの地区の事業開始の年度、システム、単年度の CO2削減効果は以下のようになっている。 

                                                 
20

  ヒアリング・メール調査による 
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表 3-4 ケース基礎データ 

単年度削減効果（t-CO2） COP システム 事業開始年度
A 876.3 0.695 ガス＋CGS 1998
B 2231.5 0.669 ガス＋CGS 1998
C 1240.7 0.744 ガス＋CGS 2005
D 4686.5 0.714 電気＋天然ガスCGS 2003
E 897 0.758 電力＋蓄熱層＋未利用 1997
F 573.9 0.702 電力＋蓄熱層＋未利用 2005
G 450.8 0.720 電力＋未利用 1993
H 2961.4 0.793 電力＋蓄熱層＋未利用 1996  

 

 事業開始の年度をはじめに見てみると、早いものは Gの 1993年と 90年代の前半になるが、それ以外は 90

年代後半以降であり、一番最近のものになると 2005年とここ 3年の間に事業を開始したものがある。地域冷暖

房システムの目的を歴史をもとに第 1章で概観したが、90年代の地域冷暖房システムの目的は温暖化ガス対

策であった。本研究で対象としているケースに関しても温暖化ガス対策が目的となっている期間に作られたもの

であり、外部性として温暖化ガス排出削減を考えるのに適していることが示された。 

 次にシステムに関して述べていく。システムは Aから Cの 3ケースに関してはガス利用で CGSを追加的に合

わせたものになっている。Dに関しては電気ベースのシステムであるが、付加的システムとしては天然ガスの

CGSを利用している。E,F,Hの 3つのシステムに関しては電力を用いた際の先導的な追加的システムである、

蓄熱層と未利用エネルギーシステムを導入している。このケースに出されている補助金はほぼ未利用エネルギ

ーシステムに対してのみであるが、効果を計測する際には蓄熱層の効果を分けて出すことが困難であるため、

本研究では地域冷暖房システムと未利用エネルギーシステム 2つのみを利用した場合と同じものと考え、全体

の効果に対して割合を限定することとした。その意味では、G のシステムは蓄熱層が無いケースになっているが、

Eから Hのケースにおける効果を未利用エネルギーシステムのものに限定する際に、計算過程が同じになって

しまうことを断っておく。 

 それぞれのシステムがどの程度の効率を持っているのかも分析の妥当性を示す目的で示しておく。COPは値

が大きいほど効率が良いことを示す。本研究では標準モデルの COP を基準 COP として先行研究から設定し、

その値を 0.605 とした。21表 3-2において COP として書いてあるものには、本研究において CO2削減効果を算

出するために用いたものである。したがって、実績 COPを掲載することを基本としつつも、ケースによってはヒア

リング結果から求めた代替的な値の場合もある。 

この COPや省エネルギー率をもとに算出した単年度分の CO2削減効果が一番左の欄に載せてある値とな

る。COPの値の良さが単年度分の便益と比例しないのは、排出の規模が関係しているからである。排出の規模

が大きい場合には、全体の効率が低い場合でも単年度分の削減量は多くなる。したがって、効率に対する削減

推定量はばらつきの大きいものとなっている。 

また、今回扱うケースの効率の値がどの程度良いかを診るために、地域冷暖房システム全体の COPを分布さ

せたグラフ（図 3-3）を以下に示す。 
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  経済産業省（2005） 
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図 3-4 地域冷暖房システム全体の COP分布 

 

図 3-3は、縦軸がどれだけの地域が横軸の効率の値の幅に入るかを示しており、横軸はシステム効率の幅を

示している。具体的に言うと、0.4は 0.4未満の値全てを含み、0.5のエリアには 0.4以上 0.5未満の COPを現

すケースが含まれている。本研究では、0.7に入るケースが 2つと、0.8に入るケースを 6つ扱っている。代替的

に算出しなおしたため高めに出ている COP もケースによってはあるとはいえ、それでも実績値と 0.1 も違わない。

本研究の COPで見ると、一番頻度の大きい 0.7 と 0.8の枠に入るケースを集められており、本研究で出る結果

は全体の平均的なケースであるということが言える。 

最後に、地域冷暖房システムの規模に関するデータを表示して、本研究で扱うケースがどの程度の規模のも

のかを述べておく。 
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図 3-5 地域冷暖房 CO2排出量規模ヒストグラム 
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表 3-5 ケースの CO2排出量内訳 

ケース名 A B C D
排出量(t-CO2) 5871.1 20932.8 11904.6 20320.5

ケース名 E F G H
排出量(t-CO2) 3526.8 2466.4 2366.5 9533.6  

 

図 3-4 は、縦軸が COP の場合と同じように頻度、横軸が CO2 排出量によるクラス分けとなる。本分析で言うと、

A・E・F・Gが頻度が高いものの小さめの規模であり、C と Hが中規模のもの、そして B と Dが大規模の地域冷

暖房システムということになった。 

以上のように、本研究で扱うケースは温暖化ガス対策が視野に入れられた目的で導入された、全体に対して

平均的な効率を持つシステムであることを述べた。一方で規模はばらつきがあり、小規模のものから大規模のも

のまで分析の対象としている。全てのケースには追加的なシステムが設置されており、さらに補助金はそのシス

テムに対して出されている。それぞれ CGSか未利用エネルギーシステムであり、システムに対応した効果の限

定を行っていく。このような基礎情報をもとに、先述した分析の枠組みを利用して補助金の効率性分析を行って

いく。 

 

  3-3-2  補助金効率性の分析結果 

 前節では本研究のケーススタディで扱うケースに関しての基本情報を述べていった。本節では、以上の基本

情報と先述した分析枠組みにしたがって効率性の分析を行う。具体的には B/Sの値を算出するが、分析に先立

って値の見方を述べておく。 

 B/S という指標は、補助金の支出に対して CO2削減効果の金銭評価総額である総便益がどれだけあるかとい

うものを数値化したものである。この分析で効率的であるというのは、B と Sが等しいという状況を指している。す

なわち、総便益に見合っているだけの補助金支出がちょうど行われているという状況を指す。一方、B/Sが 1を

下回る場合には補助金支出が総便益に対して大きいことを示す。したがって、その場合には総便益に比べて補

助金支出が過大であり、補助金支出は削減される余地があることが言える。 

 従来、外部効果のデータを基本に補助金支出を行ってきたわけではなく、事業費用をもとに補助金算出を行

ってきている。地域冷暖房システムを導入する際には、工事費やシステム価格が非常に高いため、定性的分析

からは補助金支出が外部不経済削減効果より大きいのではないかと考えられる。すなわち、B/Sは 1を下回り、

補助金支出は過大になるのではないかという仮説を持っている。以上のことを念頭に、以下分析の結果を見て

いく。 
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補助金効率性指標　B/S
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図 3-6 補助金効率性分析の B/S結果 

 

 図 3-5は、縦軸が B/Sの値を示しており、横軸はそれぞれのケースを表している。各 1つのケースには、評価

期間である 17年と 30年の 2段階において、CO2金銭評価額の幅に合わせた 3つ、合計 6つの値が表されて

いる。ここで分析する結果の値に関しては、それぞれのケースの一番右にある期間 30年で CO2金銭評価額が

20448円/t-Cの場合を中心に見ていく。 

まず、CGSを利用した Aから Dの 4つのシステムは 30年の利用できる上限と言われた期間でもおよそコスト

の 4～7%ほどの便益を出しているということがわかり、蓄熱層や未利用エネルギーシステムを利用したものに関

しては、E と Gが 18%の便益、Fが 11%ほどの便益、そして Hが一番大きく、30%弱の便益を出しているという

ことが判明した。このような結果をもとに考えると、国土交通省（2007b）における CO2金銭評価額の上限値で、

さらに有利といわれる電力で先導的なシステムである蓄熱層や未利用エネルギーシステムを利用した規模の大

きな Hのケースに関しても、最大で補助金の 3割程度しか総便益が出ていないことがわかった。すなわち、

CO2排出削減のみに外部不経済を限ると、7割以上の補助金額は正当化されないという結果になった。 

次に、正当化される補助金の評価額という観点から見た結果は次のようになる。 
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図 3-7 ケースごとの補助金正当化額 

 

  B/Sの場合と異なり、効率が良ければ補助金正当化額が多くなるという結果が出るわけではないのは先に述

べた。しかし、億を越える補助金が正当化されるケースと言うのは稀であるということがこの分析結果からわかる。

億を越える補助金が正当化されるのは、非常に規模の大きかった Dの天然ガス CGSシステムのケースと、先導

的システムである蓄熱層と未利用エネルギーシステムを導入した中規模のケース Hであった。実際に補助金と

して支払われている分に対して正当化される額の割合が B/Sで表されていることを考えると、いかに現在過大に

支払われているかが温暖化ガス対策、特に CO2排出削減の目的からは言えるということがわかった。 

 以上のように、地域冷暖房システムの補助金効率性を CO2削減効果の金銭評価額の観点から見た結果は、

補助金の過大支払であり非効率であるということが言えた。したがって、補助金の効率的支出を行うためには補

助金額を効果に合わせていくための対応が求められるということになる。 

しかし一方で、国土交通省の CO2金銭評価額は 2007年度時点のものであり、現状では将来に向けた CO2

削減のさらなる要求があるという見通しもあることから、CO2金銭評価額が低めに見積もられているという懸念も

ある。そこで追加的な分析として、CO2金銭評価額が高まる場合の感度分析を行うこととする。 

 

 3-4  CO2 金銭評価額の上昇見込みに対する感度分析 

 本節では、CO2金銭評価額に関する感度分析を行う。この分析によって、もし CO2金銭評価額が上昇してい

くことがあっても前節と結論が変わらないことを述べる。 

 本研究においては、CO2金銭評価額は国土交通省（2007b）の 3つの値を用いることとした。しかし、一方で金

銭評価額は高まっていくことが予想される。そこで恣意的な値ではあるが、国土交通省（2007b）の上限の値に対

して約 1.5倍、約 2倍、約 2.5倍大きい値を設定し、感度分析を行うことで結論に対する影響を見ていく。具体

的に設定した 3つの値とは、30000円/t-c、40000円/t-c、50000円/t-cの 3つである。この値によって先ほどの

結果と同じような分析の枠組みで B/Sを計算し、グラフに表すと図 3-7のようになる。 
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0.724

0.443

0.275

0.648

0.1290.148
0.096

0.139

0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

0.700

0.800

17年 30年 17年 30年 17年 30年 17年 30年 17年 30年 17年 30年 17年 30年 17年 30年

A B C D E F G H

30000円/t-c 40000円/t-c 50000円/t-c
 

図 3-8 感度分析における B/S結果 

 

 図 3-7は先の結果と同じように、縦軸に B/S、横軸にケースごとの値を取っている。今回も分析の結果を各ケー

スで一番高い値である、30年の 50000円/t-cの場合を中心に見ていくこととする。結果としては、補助金支出に

対して Aから Dのケースに関しては 10%から 15%の総便益、Eは約 65%、Fが約 28%、Gが約 44%、そして

最大の Hでも 72%程度の総便益が出るということになった。 

 この分析結果によると、結局今後 CO2の金銭評価額が高まっていくという変化が起きて、CO2金銭評価額が

最大で 2.5倍になることがあったとしても、補助金の効率性は低く補助金の過大支出であるという状況は改善し

ないことが判明した。 

 以上のように、本章では補助金の効率性分析を B/Sを計算することによって行ってきた。結果としては、現状

の補助金は過大支払であり、それは今後の CO2削減への要求が高まり、CO2金銭評価額が非常に大きくなっ

ても変わらないということが言える。さらに、平均的なシステムでは金銭評価額が上がっていったとしても規模が

小さければ 1割程度の総便益しか出ないという結果が判明した。以上の結果を受けて、次章では本研究が対

象としている補助金制度の問題点について考察し、政策的な提言を行っていきたい。 

 

 4．補助金制度への提言 

 前章では、補助金の効率性分析を行うことで、補助金の支出が過大な水準であるということ、そしてそれは

CO2金銭評価額が高まっていっても変わらない結論であることを述べた。そこで、本章では視点を補助金の支

出制度へ向け、補助金の非効率性を生んでいる原因へ指摘を加える。まず 4-1では現在の補助金制度の問題

点を指摘し、4‐2では補助金の支出額算出方法の変更提言を行う。そして最後に 4-3では本研究の問題点に

関して言及して本研究のまとめとする。 

本章を通して、補助金支出の非効率性をもたらしているのは補助金の支出額算出方法であること、さらに、補

助金の支出自体は正当化されるため、補助金の支出方法を本研究で行ったような CO2削減効果ベースの計
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算方法に修正することによって、補助金を効率的なものとすることを提言する。加えて、現状に対して実行可能

であることを確認するため、現在の補助金審査枠組みの提出データや審査を、本研究で扱ったデータの提出や

利用する数値の審査に変更できることを述べる。 

 

 4-1 現在の補助金制度の問題点 

 本節では、現在の補助金の非効率性が出る原因が、補助金支出額の算出方法であることに言及する。 

第 3章の分析により、現状の補助金制度では総便益の 10倍以上の補助金を支出しているという状況である

ことがわかった。なぜこのような状況になったかを考える起点は、補助金を算出する方法の違いにある。 

 現状の補助金額算出に関しては、事業のコスト全体を算出根拠として、そこに補助割合を乗じるという方法で

支出を行ってきた。基本的な補助金の目的は他の先導的機器の支出と同じように、事業の補助という目的で支

出が行われているため、事業継続を容易にするという観点から支出が行われている。一方で、本研究では温暖

化ガス削減という目的から、CO2削減を効率的に行わせていく補助金の在り方を念頭に、CO2削減効果の金

銭評価をもとに補助金の正当化額を算出して行った。このように、算出基礎が異なるため補助金の支出額とされ

る額が異なる。 

 しかし、CO2削減を補助金という政府の介入によって効率的に行っていくという観点からは、この点は問題とな

る。もし本研究のように限界外部費用を一定であるという仮定の下に補助金を支出するのであれば、補助金の

効率的支出のためには外部不経済の削減の金銭評価総額と一致することが必要になる。その点からは、本研

究の枠組みが正当化されるため、現在の補助金制度の事業費用ベースの算出枠組みは正当化されないことに

なる。 

それでは、この現在の補助金支出額算出方法で間違っているのは支出割合の程度なのか、それとも補助金

を事業費用ベースで算出するという方法そのものなのかという点が問題となる。その点を確かめるために、地域

冷暖房の事業費用と便益の分布を取ったグラフ（図 4-1）を見ることとする。もし、事業費用と CO2の削減効果が

比例するならば、事業費用にかける割合を調整することで補助金を正当化される程度に引き下げることは可能

である。その場合は割合をどのように調整するかの分析が必要である。しかし、もし事業費用と削減効果が比例

しないならば、事業費用に対して一定割合をかけるという現状の算出方法自体が間違っているということになる。

以上のことを念頭に、分布を見ていく。 
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事業費用（設計費除く）とCO2削減効果のプロット

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

事業費用（百万円）

C
O

2削
減

効
果

（t
-C

O
2/

年
）

 

図 4-1 事業費用と CO2削減効果の相関図 

 

 図 4-1は事業費用に関してデータ提供のあったケースのデータと削減効果の比率を表している。縦軸は単年

度分の CO2削減効果を取っており、横軸は事業費用を取っている。事業費用には基本的に設計費・工事費・

供給設備費があるが、図 4-1の事業経費からは設計費を除いた値となっている。設計費に関しては規模に関し

て変化があまりないため、相関関係を見る際に影響は無いと考えられる。CO2削減効果に関してマイナスの数

値が出ているのは代替省エネ率を算出したケースに関して、COPが基準とした 0.605を下回るケースがあった

ためである。実際に省エネができていないということは示しておらず、便宜的にマイナスとした。しかし、基準が変

わったとしても差があることに変わりは無い。 

結果を見てみると、事業費用に対して効果値にばらつきがあることを図 4-1は示している。もし算出方法は問

題がなく、事業費用にかける割合の調整だけで良いならば、CO2削減効果は事業費用と相関を見せなければ

ならない。しかし、図 4-1では比例的な関係は無い。したがって、事業費用に対して一定割合をかけるという方

法では、CO2削減効果に合わせた補助金支出額の算出は困難であるということがわかった。 

 このように、補助金の算定基準となっている工事費、設計費などの事業費用は必ずしも CO2削減効果を反映

したものではない。それにもかかわらず、この工事費や設計費といった経費に一定程度の割合を乗じるという算

定方法によって支出が行われているため、目的である温暖化ガス排出削減効果という側面からは十分に正当化

されない補助金支出が行われていると考えられる。 

 以上のように本節では、補助金の過大支出の原因が事業費用を算定基準とする補助金の支出算定方法にあ

るのではないかということの根拠を述べた。そこで、次には補助金を効率的に支出するための、補助金支出額算

出方法への提言を行っていきたい。 

 

 4-2 補助金の計算方法変更の提言 

 補助金の理論的な在り方という点については、3-1において述べたが、補助金と言うのは外部効果という市場

の失敗の部分に払われるべき政府の介入のあり方であり、外部性という効果によって支出が正当性を持たなくて
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はいけない。この観点から考察すると、補助金の目的は常に外部性が含まれている。そして、効率的な支出のあ

り方にするためには外部性をできる限り数値化して、水準を分析の結果に合わせて行わなくてはいけない。した

がって、本節では補助金の算出枠組みを、本研究が行ったように温暖化ガス削減効果を金銭評価して、その額

を補助金の正当化額として支出する方針に変更することを提言する。 

 

  4-2-1  補助金計算方法の変更方針 

 3章での分析結果からもわかるように、本研究で扱った補助金に関しては支出が過大であった。しかし、必ず

しも当該補助金が必要ないということではない。これらの補助金は都市における建築を複数含むレベルでの数

尐ない CO2削減手法の 1つであり、効果そのものの水準が高いことは第 1章で述べた。そして先導的な機器

に関しては間違いなく高いレベルでの省 CO2効果も確認されている。その点で補助金支出の存在に関しては

正当化される。 

 一方で、当該計算方法のままでは外部効果への対応は見えにくく、実際適正な補助金支出水準とは離れてし

まうリスクがある。これは前節での分析で述べた結論である。もし厳密に外部性がデータとして可視化されるなら

ば、意図して設備費や工事費などの数値を利用して間接的に補助金額を算出する理由は無い。その点からも、

現在の補助金支出制度は温暖化ガス削減効果を目標とした場合に妥当性が薄くなると言ってよい。 

本研究で扱った外部効果は、今まで何度も述べてきたように温暖化ガスのうち特に地域冷暖房システムを利

用する際に削減の中心となる CO2排出である。そこで、本研究では CO2排出削減効果が見込まれるという目

的から政府支出が正当化される場合の評価額を出す枠組みを示してきた。この CO2排出削減効果というもの

は金銭評価をするにあたり不確実性を含むものの、データで示すことができる部分がほとんどであるため直接補

助金額を算出するのに適している種類のものである。 

本研究で行った計算方法も温暖化ガス排出削減効果から直接便益を計算して支出を行う枠組みと言う点で、

本研究の計算方法は補助金額の算出方法として妥当性と正当性を持つ。さらに、本研究の枠組みはそのデー

タ利用の点でも利点がある。利用するデータに関しては分析の方法として 3-2に述べたが、「CO2排出量」、「省

エネ率」、「COP（総合エネルギー効率）」、「基準排出量（基準 COP）」、「CO2金銭評価額」、「為替データ」とい

ずれも入手しやすいデータである。熱供給事業便覧などの文献から入手・計算が可能であるほか、本研究では

手続き上の時間の制約やアプローチ手法の問題から得られなかったが、省エネルギー率などは実績報告として

経済産業省の所管の部署に文書で報告されているものである。議論の余地があるシステムの効果を部分的に

する際の割合に関しては、地域冷暖房システムに関しては多くの研究が蓄積されているため、専門家を含めた

委員会などの審査で十分適切に行うことができる。したがって、補助金の算出方法の候補の 1つとして、本研究

の算出方法を用いることは十分に有効性がある。以下では、具体的にどのような点を変更することで実施が可能

であるかという点に関して簡単に述べていく。 

 

  4-2-2  算出方法変更の実行可能性への言及 

 本節では今まで行ってきた分析の枠組みで補助金を支出することが、実際に実行可能であるかという点に関

して言及することで、補助金の支出額算出方法の変更が妥当性のある提言であることをサポートしていく。その
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際に変更点は 3つである。1つ目は、実施計画書の提出時のデータ内容を、エネルギー使用予測と省エネル

ギー率を中心としたものに変更することについて提言する。2つ目は、申請書の事務手続きの際に本研究の枠

組みを利用することで、補助金として正当化される額について算出することに変更するよう示す。そして最後に、

審査のポイントを事業経費の妥当性ではなく、CO2金銭評価額やシステムの効果限定の割合など、本研究の

枠組みに関する数値の妥当性に変更することを述べていく。 

 1つ目の変更点について述べる。まず、それぞれについて新規事業で地域冷暖房プロジェクトを行う場合はど

のようにするかを考えると、2-1で述べたように、地域冷暖房システムは大規模な建設プロジェクトの開始とともに

始まることが多く、ほとんどは新しく建てる建造物に対して適用されるものである。したがって、当該複数物件の

エネルギー消費量などのデータは無いことになる。 

 しかし、販売を行うための需要予測やエネルギー消費予測はシステムを導入する際に行われる。現状でも経

済産業省の関連組織である NEDOやヒートポンプ・蓄熱センターなどに申請者が実施計画書を送る際に、プロ

ジェクトの需要予測や省エネ率の予測値を提出することになっている。現状では多大なデータの蓄積がそれぞ

れの組織内にはあるため、実施計画書の確認の際に、需要予測や利用エネルギー量の状況が適切であるかな

どは十分に確認ができる。したがって、現状でも行っているように、補助金の申請に当たってエネルギー需要や

販売量予測、エネルギー使用量予測や省エネ率に注目することで、省 CO2 効果に関しては計算が可能である。

このような現状のデータ提供状況を見る限り、データの存在や提出の可否という点から見た本研究の枠組みの

利用は可能であるという結論になる。 

 2つ目の変更点について見ていく。現在は事務審査では書類や必要なデータが揃っているかどうかが中心に

なっていると考えられる。しかし、地域冷暖房の補助金申請を行う案件は限られている点や、本研究の枠組みは

計算が容易である点から、事務審査に伴って削減効果の計算を行うことは可能である。 

3つ目の審査におけるポイントに関しては、変更がほとんどなく実行に移すことができる。審査では資金調達

表や工事工程表によって事業の進行具合やプロジェクトの完成や継続が可能であるかの審査をまず行う。プロ

ジェクトの期間を 30年として効果を測っている場合は、やはり 30年間稼動されなければ適切な支出とは言えな

いからである。一方、事業費用が適正価格かどうかの審査に関しては必要がなくなるため、かわりに CO2の予

測排出量の水準や省エネ率が現存する技術から適正かどうかを確かめるという変更が行われる。本研究の枠組

みの限界として、CO2金銭評価額など利用する値の変化に対応して大きく補助金の正当化額が変化してしまう

ことがあり、これは先に述べた通りである。さらに、この変数の適正値に関しては先行研究などの知識が必要で

あり、専門家を含めた議論がなされる必要があるという困難もある。しかし、NEDOなどの関連組織や資源エネ

ルギー庁は普段から専門家とのコミュニケーションを密に取っている組織であり、専門家への審査の協力は可能

であると考えられる。 

 これら 3つの点に関して、既存の建造物に関して工事を行ってシステムを導入する場合にはどうなるかについ

ては、既存の建造物に関しての算出方法変更はより容易になるというのが結論である。それは、もしシステムが

入っていなかったら排出する過去の水準を基準にして、その基準からどれだけ CO2排出が削減されるのかとい

う観点から、それに見合った補助金を支出すればよい。審査に関しては新規のプロジェクトと同様のことを行え

ばよい。 
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 以上のように、本研究の枠組みでの補助金支出水準の計算は十分実施が可能であるということがわかった。そ

こで最後に、次節で本研究の課題に関して述べたいと思う。 

 

 4-3 本研究の課題 

 本研究では地域冷暖房システムへの補助金に関して、支出が過大であるため補助金の算出方法を変更する

こと、そして補助金の算出方法に関しては直接外部性の計測を行う本研究の枠組みが利用可能であり、それは

従来の申請・審査のプロセスの中で審査の作業内容を変更するのみで実施可能であることを述べた。しかし、

分析の枠組み、便益の算出方法、そして実施プロセスの提言の中に以下のような課題があると考えられる。 

 まず分析の枠組みに関して述べると、本研究では分析を行った補助金に関しての目的の中で、温暖化ガス排

出削減のみを外部性の対応効果として扱った。補助金による生産量増加とそこからの生産費用の低減について

は除外可能であることは先に述べたが、外部効果では市場へのスピルオーバー効果や都市整備における景観

や防災への影響など他の外部性が含まれている場合がある。この点に関しては研究から除外しており、数値化

できていないことに弱みがある。 

 加えて、分析において温暖化ガスと CO2をほぼ同一視していることが挙げられる。商業目的や住宅への地域

冷暖房システムをケースとして扱っていることから上のように同一視しても本研究の分析には問題がないが、一

方で地域冷暖房システムの導入されている地域によっては、導入前のシステムから SOxや NOxの削減も進ん

でいるというケースがある。そのような場合は SOxや NOx も温暖化ガスに加えて金銭評価する必要がある。本

研究ではこのようなケースは扱っていない点が課題である。 

 次に便益の算出方法に関して述べるが、便益の算出方法においてシステムの部分的効果を求めるに当たっ

てシステムと適用している数値の前提が異なっている点で弱みがある。この点に関してはさらなる先行研究の調

査を行うことによって、より正確な値を求めることが可能である。 

 最後に、実施プロセスの提言では助金が企業の意思決定を左右するというシナリオについて分析を加えてい

ない。というのは、現状での実施計画書や資金計画書、工事工程表などの提出を見ると、事業は行うことが決定

した後にコストの削減として補助金を求めているという点が強いのではないかと考えられるからである。しかし、十

分に意思決定が補助金の額によって左右されるかどうかの分析を行っていないため、補助金額の削減方向に

向かう本研究の提言が、補助制度の変更決定までに、事業実施の観点から問題が無いかについて検討できて

いない。 

 以上のことを今後の課題とすることで、本研究の結びとしたい。 
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＊ 補遺 

 1．地域冷暖房以外の CO2 排出量削減手法および日本政府の対策 

家庭部門および業務その他部門に関する省エネルギー・省 CO2対策は空間の広がりの程度から 3つに分

類することができる。22すなわち、機器レベル、建築物レベル、都市レベルの 3つである。以下では、それぞれの

レベル別に本稿で扱った地域冷暖房以外の削減手法と日本政府の行っている政策について述べていく。 

機器レベルでの省エネルギー対策としては照明や OA機器、空調など建築物内部で利用されている機器の

エネルギー効率を上げることが挙げられる。このような機器のエネルギー効率を上げるための政策としては、エ

アコンなどの設備機器のトップランナー規制や省エネ法（正式名：エネルギーの使用の合理化に関する法律）に

よる省エネ基準の設定および規制、機器の技術発展支援などが行われている。トップランナー規制とは平成 10

年の省エネ法によって始まった制度であり、エネルギー消費量が多くかつ効率改善余地のある電化製品に対し

て、現在市場において販売されている製品の中でエネルギー効率が最も優れている製品の性能以上にすると

いう規制である。23戒能（2006）は家電機器におけるトップランナー規制の CO2排出削減量について推計を行っ

ており、それによると年平均で 2500万 t-CO2の排出削減が行われたとしている。これは、家庭部門における

2006年の CO2排出量のうち 11%を占める量である。24
 

また、建築物のエネルギー設備の省エネルギー対策として BEMS（Building and Energy Management 

System:ビル･エネルギー管理システム）がある。BEMSは各ビルのエネルギー消費状況を把握するシステムを

指し、それをもとに専門家が運用改善・改修などを判断し実行することで省エネルギーを達成することを目的とし

ている。ただし、専門技術をもった運転管理担当者の不足や、コストなどの問題からあまり普及していない。 

このような建築物の設備機器における省エネ基準については、「建築物に係るエネルギーの使用の合理化に

関する建築主の判断の基準（通商産業省・建設省告示第 1号）」や「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に

関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準（経済産業省・国土交通省告示第 3号）」において定

められている。住宅を除いた建築物については、断熱性能に関わる基準と、空調や給湯など建築設備ごとの基

準が、ホテルや業務など建物用途ごとに定められている。昭和 55年・平成 5年・平成 11年と順次強化され、建

築主には順守が求められている。住宅に関しても順次規制が強化され、現在は平成 11年基準の順守が求めら

れている。 

これらのような省エネ・省 CO2に関する基準や規制に加えて助成制度も設けられている。機器レベルでは、

高効率な空調機については開発・生産・販売など生産者側に対する支援に加えて、導入などの消費者側の支

援も行われている。高効率な照明に関しては技術開発や導入支援が、給湯器については導入支援が行われて

いる。先述した BEMSについては、導入の際に費用の一部を補助する制度（住宅・建築物高効率エネルギー

システム導入促進事業（BEMS導入支援事業））が設けられている。 

建築物レベルでの対策としては断熱性能の向上や建物外皮に関わるものがある。これに関する国の政策に

は、平成 11年基準において定められている省エネに関する基準がある。これらの機器レベルおよび建築物レ

                                                 
22

  浅井他（2005） 
23

  経済産業省（2007） 
24

  戒能（2006） 
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ベルでの省エネ基準順守に関する規制は省エネ法によって定められており、2000m2以上の非住宅の建築物

に関しては新築・増改築の際に省エネ措置について所管行政庁への届出が義務付けられ、省エネ措置が著し

く不十分な場合は所管行政庁による指示・公表が行われるとしている。2003年からは 2000m2以上の非住宅の

建築物に関しては新築・増改築の際に省エネ措置について所管行政庁への届出が義務付けられ、省エネ措置

が著しく不十分な場合は所管行政庁による指示・公表が行われるとしている。こういった規制の結果、2004年度

には新築物件の 74%が、2005年度には 85%が平成 11年基準をクリアしている。2006年からは 2000m2以上

の住宅も含めた建築物に関して同様の義務付けが行われるようになった。 

 このように住宅や建築物には環境の観点からも規制や対策が行われている。こういった規制に加えて、住宅や

建築物の環境性能を表示するのが CASBEEや住宅品質確保法（住宅の品質確保の促進等に関する法律）に

基づく住宅性能表示制度25である。これらの性能表示制度では、市場において環境性能が評価されることが期

待されている。26
 

他には「見える化」と呼ばれる、事業所や家庭などで排出される CO2量を表示し、削減インセンティブを高め

るという対策もある。日本における支援制度については国や地方でのモデル事業レベル27にとどまるが、英国や

カナダのオンタリオ州ではスマートメーターと呼ばれる、家庭における CO2排出量を表示する機器を全世帯に

配布する計画の開始や検討が行われている。28
 

建築物レベルでも省エネ基準や規制に加えて国による助成制度が設けられている。たとえば業務用ビル等の

省エネ化に対する補助や、エネ革税制（正式名：エネルギー需給構造改革推進投資促進税制）による特別償

却又は法人税額（又は所得税額）の特別控除の措置が受けられるといった支援制度などがそれにあたる。 

都市レベルでの対策には、都市独自の省エネルギー基準規制やエネルギー供給システムに関わるものがあ

る。特にエネルギー供給システムが関わるものには、地域冷暖房などのエネルギーの面的利用や、AEMSなど

の ITを用いた形での地域レベルでの省エネルギー管理がある。AEMS というのは BEMSを複数ビルに拡大し

たものである。AEMSは複数ビルのエネルギー消費状況を一元的に把握するシステムで、そのデータをもとに

専門家が運用改善・改修などを判断し実行することで省エネルギーを達成することを目的としている点や、専門

技術をもった運転管理担当者の不足やコストなどの問題からあまり普及していない点などは BEMS と同様であ

る。 

                                                 
25

  住宅性能表示制度は環境性能に加えて、構造耐力や遮音性などについてもその性能が表示される。 
26

  経済産業省（2007） 
27

  ただし国レベルでのモデル事業はすでに終了。 
28

  生田（2008） 
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2．地域冷暖房の歴史 

我が国での地域熱供給事業は、現在（平成 17年 3月末）、熱供給事業法に基づく許可件数（営業が開始さ

れていないものも含む。）で、154地区数、90事業者に及んでいる。供給区域の総面積は約 45平方キロメート

ル、需要家総数（供給契約件数）は約 4.6万件、総販売熱量は 24.9 Peta joule（ペタ（1015）ジュール）で、その

6割が「冷水」によるものであり、総売上高は約 1,570億円の規模である。 

このような地域熱供給事業の現状に至るまでの変遷と社会背景を纏めると、以下のとおりである。 

 

2-1 創成期（1970~1975）－大気汚染防止対策の強化－ 

地域熱供給が最初に導入されたのは、1970年の小名浜地区での工場排熱利用地域給湯と千里中央地区で

の地域冷暖房である。当時は、我が国の高度経済成長を背景に、特に都市部で大気汚染公害問題が深刻化し

ており、その法制化として大気汚染防止法が 1968年に成立している。またその公害防止対策として、大気汚染

物質の発生の尐ない良質な燃料や工場排熱、ごみ焼却場排熱を利用した地域熱供給が検討・導入され始めた。

とりわけ、70年に日本万国博覧会が大阪千里で開催されることになり、万博会場内の千里中央地区において我

が国で初めて地域熱供給を行うこととなった。 

このように、地域冷暖房の導入初期は大気汚染の防止という目的が大きかった。導入された数としては、1975

年度（昭和 50年度）までを創成期としてみると、72年には熱供給事業法が施行され、75年度末では、北海道

の 9地区をはじめ、東京都心 4地区、大阪 4地区等全国で 24地区（累計）の熱供給事業が許可された。 

 

2-2 停滞期・再生期（1976～1984）－省エネルギーの徹底－ 

1973年の第 4次中東戦争を契機とする第 1次オイルショック及び 1978年のイラン革命に伴って発生した第

2次オイルショックにより、石油価格が高騰し、エネルギー節約型社会が到来した。高度成長を続けていた経済

は低成長へと転換し、都市開発や住宅建設等の計画変更や遅延を余儀なくされた。このため、70年代後半の

地域熱供給事業は、新規事業が低迷した。 

この時代背景からは、事業の採算性の回復とともに、省エネルギー化が新たな事業の目的として現れている。

その時代背景を表すものとして、1979年に「省エネ法（略称）」が、80年には「代エネ法」が制定され、省エネル

ギーや石油代替エネルギーの開発・導入が推進された。一方、経済も安定成長へと歩み出したこともあって、80

年代前半の地域熱供給事業は、東京を中心に市街地再開発型や清掃工場排熱利用型の地域冷暖房に加え

て、ヒートポンプ・蓄熱システムやコージェネレーションシステムを採用した新しい省エネ型の地域冷暖房が導入

されるなど、その後の発展の基礎を作った再生期となった。1980年度末の累計許可地区数は 32件、84年度

末は 41件となった。 

 

2-3 発展期（1985～1989）－建物床賃料の上昇とスペースメリット－ 

経済の長期安定成長からバブル経済化とともに、引き続き省エネルギー性が重要なポイントとされていたこと

で、都市開発、都市再開発が活発化とともに地域熱供給事業の導入が増加した。1980年代後半から 90年代

にかけての地価の高騰は建物床賃料の上昇を招くこととなり、プラント設置に係る建築基準法の容積率緩和措



38 

 

置を受けることができる地域熱供給システムは、建物面積の有効利用の方策としてスペースメリットが評価される

ようになる。制度としては、プラント設置による容積率緩和は 1985年の通達により実現している。ここから容積率

の緩和は都市の開発プロジェクトの中で積極的に採用されるようになった。国・地方行政における地域熱供給事

業の導入・促進や都市ガス会社、電力会社の積極的な事業参画等もあって、熱供給事業の累計許可地点数は

飛躍的に増加し、1989年度末では 79件と、5年間でほぼ倍増した。 

 

2-4 普及期（1990～）－未利用エネルギー活用・地球温暖化対策等に貢献－ 

1990年代に入っても、地域熱供給事業は関東圏のみならず全国的な展開を見せ、92年度末には累計許可

地点数が 100件を超えるところとなった。 

一方、バブル経済の崩壊から景気が低迷し、都市開発計画の見直し等が迫られるようになり、地域熱供給事

業の拡大基調にも尐なからず影響がもたらされた。しかし、地球環境に関する意識の高まりにより、より一層の省

エネルギーの推進と新エネルギーの積極的な導入に向けた施策等が講じられ、未利用エネルギーの有効活用

やエネルギーをカスケード利用した地域熱供給システムが多数導入された。 

制度面としては、地球環境問題に対して政府が 1990年に地球温暖化防止行動計画を定める。省エネルギ

ー化・石油代替化の推進も引き続き行われ、新エネルギーの技術開発推進や 1994年の新エネルギー導入大

綱の制定、1991年の未利用エネルギー活用地域熱供給事業補助制度の制定などが定められている。東京都・

大阪府・名古屋市など導入の進む都市部の自治体では、それぞれが指導要綱の制定も行っている。 

1995年以降は、バブル崩壊の余波を受けた景気低迷により熱供給事業の許可地点数の伸びは鈍化してい

るものの、地球環境問題への対策強化が必要とされる状況にあって、省エネ、省 CO2型のエネルギー供給シス

テムとして、その導入が期待されている。とりわけ、2005年 4月に策定された地球温暖化対策の推進に関する

法律に基づく京都議定書目標達成計画の中において、エネルギーの面的利用の促進施策の重要性が謳われ

たこともあり、今後の更なる導入・普及の試みが続いている。 

 このように、地域冷暖房は初期は大気汚染の防止用として導入され、次には省エネルギー性が謳われたが、

排出の削減を言われたのは 90年代以降であることがわかる。このように、古い導入案件に関しては目的からし

て現状の省エネとはそぐわないこともあるという点に注意すべきである。 
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 3．補助金の種類・手続きフロー 

 経済産業省「平成 19年度先導的負荷平準化機器導入普及モデル事業費補助金制度」の手続きフロー図。 
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 4．CO2 排出削減量の導出方法 

 本節ではまず、各熱供給地域の CO2排出量の導出方法について説明し、CO2排出量削減量を規準となる

ケースから導出する方法について述べる。 

CO2排出量は熱供給事業便覧に記載されていた燃料使用量に、各燃料の排出原単位をかけて求めた。具

体的には、戒能（2008）を用いて燃料単位辺りの発熱量(GJ)を求め、国立環境研究所（2008a）の排出原単位の

価から、CO2排出量を求めた。その換算値は下表の通りである。 

 

エネルギー別 CO2排出原単位 

発熱量 GJ
ガス（千立方メートル） 41.1
LPG（トン） 50.2
石炭（トン）：原料炭 28.9
石炭（トン）：一般炭 26.6
石炭（トン）：無煙炭 27.2
灯油（キロリットル） 36.7
A重油（キロリットル） 39.1
B・C重油（キロリットル） 41.7
再生油（キロリットル） 40.2
購入排熱（GJ) 1
電力（千キロワット）
その他（GJ) 1

tCO2/GJ tCO2/1000kwh
0.049867
0.05984
0.08987

0.090603
0.093353
0.06787
0.0693

0.071647
0.070473

0
0.555

 

 

 

CO2排出量導出の式は以下の通りである。 

 

∑(各燃料使用量)*(燃料単位当りの発熱量)*(熱量当りの排出原単位) 

 

例えば、熱供給事業便覧に「都市ガス 10千㎥」と記載されていた場合、都市ガスの CO2排出量は、 

 

10*41.1*0.49867=204.9534 (t-CO2/10千㎥) 

 

となり、同様にして各燃料使用量を積上げた価が CO2排出量になる。 

 なお、電力に関しては、国が「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」（平

成 18年経済産業省・環境省令第 3号）に定めるデフォルト値（0.000555 t-CO2/kWh）を用いた。 

また、未利用エネルギーや余剰廃熱を利用・購入している場合、本来であれば熱供給に用いられずに排気さ

れるエネルギーを活用したと考え、排出原単位を 0(t-CO2/GJ)とした。 

購入排熱例に、コージェネレーションシステムがあるが、これには 2種類あり、プラント内で発電した電力を冷

熱の製造などに消費するプラントコージェネレーションと、発電プラントから出た熱を、熱供給にも利用するビル

コージェネレーションとがある。（この場合システム全体としては外部に熱と電力の両方を供給することになる）。

熱供給事業便覧に「購入排熱」として記載されているのは、外部発電プラントから排熱を購入するビルコージェ
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ネレーションであるが、この場合は、厳密には発電プラントの発電効率を求め、その地域の系統電力の排出原

単位と比較する必要がある。プラントの発電による排出原単位が系統電力よりも高い場合、その分 CO2排出量

は増加することになる。 

 今回分析した事例で購入排熱があるのは、六本木ヒルズ及び天満橋一丁目であったが、六本木ヒルズで用い

られているプラント機器の発電効率を見たところ、29.1～35.6%であり29、排出原単位を求めると、0.171～0.140 

(t-CO2/GJ)となった。 

一方、系統電力の排出原単位としては、上述の国のデフォルト値（0.000555 t-CO2/kWh）をＧＪ換算した価

0.154167(t-CO2/GJ)を用いたが、これらを比較してもほとんど差がないことが分かり、またプラントの運転効率は

状況により変化し正確な効率は不明であるため、プラントと系統電力とで発電にかかる排出係数の差はないとし

て分析を進めることにした。また、天満橋一丁目の発電効率は不明であったが六本木ヒルズの価で代用し、同

様に差はないと仮定した。 

 

COP(総合エネルギー効率)の導出方法・CO2削減量の導出方法 

 COPは前述の、各燃料当りの発熱量を積上げたもので、供給熱量を除して求めた。 

 

供給熱量 / ∑(各燃料使用量)*(燃料単位当りの発熱量) 

 

電力に関しては、発電端にさかのぼって求め、プラントエネルギーではなく総合エネルギー効率を求めた。具体

的には平成 14年度省エネ法に定められている値(10.25 MJ/kWh)を用いて電力使用量を発熱量に換算した。 

 CO2削減量は、求めたい熱供給地区の COP(総合エネルギー効率)と平均的な個別熱源の熱供給プラントの

COP との差から導出した。経済産業省（2005）によると、平均的な個別熱源プラントの COPは 0.605 となってい

る。前述した各地区の CO2 排出量に、各総合エネルギー効率と平均値との差を乗じて、CO2 排出量を求めた。 

 

CO2削減量＝(CO2排出量)*(COP－0.605) / 0.605 

 

COPが基準値(0.605)より高いほど、削減量は増加する。 

 

                                                 
29

  石川播磨重工業 HP 
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 5．ケーススタディの詳細結果 

・通常の補助金効率性分析の詳細結果 

B/S 2007年為替値 7612円/t-c 10622円/t-c 20448円/t-c

17年 0.023 0.032 0.062
30年 0.026 0.036 0.070
17年 0.013 0.018 0.034
30年 0.015 0.020 0.039
17年 0.018 0.025 0.048
30年 0.023 0.031 0.060
17年 0.016 0.022 0.043
30年 0.020 0.027 0.053
17年 0.060 0.083 0.161
30年 0.069 0.096 0.185
17年 0.033 0.046 0.089
30年 0.042 0.058 0.112
17年 0.050 0.071 0.136
30年 0.067 0.094 0.181
17年 0.096 0.134 0.258
30年 0.110 0.154 0.296

F

G

H

A

B

C

D

E

 

・通常の補助金効率性分析による正当化額 

正当化額 2007年為替値 7612円/t-c 10622円/t-c 20448円/t-c

17年 1092 1524 2934
30年 1234 1722 3316
17年 2200 3070 5910
30年 2561 3574 6881
17年 766 1069 2058
30年 967 1349 2598
17年 3340 4660 8971
30年 4099 5719 11010
17年 2129 2970 5718
30年 2458 3430 6602
17年 1149 1603 3085
30年 1450 2023 3895
17年 713 995 1916
30年 950 1325 2551
17年 10667 14885 28655
30年 12222 17055 32832

単位（万円）

C

D

E

F

G

H

A

B
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・感度分析の効率性分析結果 

B/S 感度分析 30000円/t-c 40000円/t-c 50000円/t-c 

A 17年 0.072  0.096  0.120  

 30年 0.084  0.111  0.139  

B 17年 0.050  0.066  0.083  

 30年 0.058  0.077  0.096  

C 17年 0.070  0.094  0.117  

 30年 0.089  0.118  0.148  

D 17年 0.063  0.084  0.105  

 30年 0.077  0.103  0.129  

E 17年 0.337  0.449  0.561  

 30年 0.389  0.519  0.648  

F 17年 0.131  0.174  0.218  

 30年 0.165  0.220  0.275  

G 17年 0.200  0.266  0.333  

 30年 0.266  0.355  0.443  

H 17年 0.379  0.506  0.632  

 30年 0.434  0.579  0.724  

 

 

・感度分析における正当化額 

正当化額 感度分析 30000円/t-c 40000円/t-c 50000円/t-c

17年 3405 4540 5675
30年 3964 5286 6607
17年 8815 11561 14451
30年 10095 13460 16825
17年 3019 4026 5032
30年 3811 5082 6352
17年 13162 17549 21937
30年 16153 21538 26922
17年 12000 16000 20000
30年 13856 18475 23094
17年 4527 6035 7544
30年 5714 7618 9523
17年 2810 3747 4684
30年 3743 4991 6238
17年 42041 56055 70068
30年 48169 64225 80282

単位（万円）

F

G

H

D

E

A

B

C

 




